
高梁市地域防災計画の修正

岡山県地域防災計画の修正内容や最近の施策の進展等を踏まえ、災害予防・
応急対策を充実する観点から、防災関係機関等と意見調整を行い、市防災会議
に諮り計画の修正を行う。

＜主な修正項目＞

（１）災害対策本部の組織体制の修正
①市の組織機構の変更に伴う修正

（２）防災基本計画、岡山県地域防災計画の修正を受けた修正
①水害対策強化
・道路のアンダーパス部等の、冠水等を踏まえた対策強化を記載
②避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援
・自治体、保健師、福祉関係者等の連携した状況把握の実施
・在宅避難者、車中泊避難者に対する支援や被災者支援に係る情報の提供

（３）関連する法令の改正を踏まえた修正
①災害支援ナースの充実・強化（医療法の改正）
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（４）能登半島地震を踏まえた修正
①被災地の情報収集及び進入方策
・車両や資機材の小型化・軽量化、衛星通信の活用
②自治体支援
・応援職員等の宿泊場所として活用可能な施設やスペース等のリスト化
③避難所運営
・パーテ－ション、段ボールベッド等の避難所開設当初からの設置
・避難所における生活用水の確保
・トイレカー等による快適なトイレの設置への配慮
④物資調達・輸送
・運送事業者等との連携による物資輸送拠点の効率的な運営

（５）警戒本部の設置
・災害対策本部設置の前段として、「警戒本部」を新たに設置し、避難所開設を
早急に準備する。

（６）その他の修正
・水道整備、管理行政の厚生労働省から国交省及び環境省への移管に伴う修正


